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定款の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（取消料）  

第１５条 過誤のある注文により有価証券の売

買等が成立した場合において、当該売買等の取

消しが行われたときは、当該過誤のある注文を

発注した会員は、当該売買等の取消しに係る取

消料を、本所が定めるところにより、本所に納

入しなければならない。 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１９年９月３０日から施

行する。 

 

第１５条 削 除 
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業務規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（売買の取消し）  

第１３条 本所は、過誤のある注文により売買

が成立した場合において、その決済が極めて

困難であり、本所の市場が混乱するおそれが

あると認めるときは、本所が定めるところに

より、本所が定める売買を取り消すことがで

きる。 

第１３条 削除 

２ 前項の規定により本所が売買を取り消した

場合には、当該売買は初めから成立しなかっ

たものとみなす。 

 

３ 会員は、第１項の規定により本所が売買を

取り消したことにより損害を受けることがあ

っても、過誤のある注文を発注した会員に対

して、その損害の賠償を請求できないものと

する。ただし、過誤のある注文の発注に際し

て、会員に故意又は重過失が認められる場合

は、この限りでない。 

 

４ 会員は、第１項の規定により本所が売買を

取り消したことにより損害を受けることがあ

っても、本所に対して、その損害の賠償を請

求できないものとする。 

 

  

（売買の停止） （売買の停止） 

第２８条 本所は、次の各号に掲げる場合には、

本所が定めるところにより、有価証券の売買

を停止することができる。 

第２８条 本所は、次の各号に掲げる場合には、

本所が定めるところにより、有価証券の売買

を停止することができる。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 売買の取消しを行う可能性があるこ

とを周知させる必要があると認める場合 

（新設） 

  

（過誤訂正等のための売買） （過誤訂正等のための売買） 

第２９条 正会員は、顧客の注文を真にやむを

得ない事由による過誤等により、委託の本旨

第２９条 正会員は、顧客の注文を真にやむを

得ない事由による過誤等により、委託の本旨



－3－ 

に従って本所の市場において執行することが

できなかったときは、本所が定めるところに

より、あらかじめ本所の承認を受け、当該承

認に係る有価証券の売付け又は買付けを、本

所が適当と認める値段により、自己がその相

手方となって売買立会、復活のための売買（次

条第２項に規定する復活のための売買をい

う。）及び立会外分売によらずに執行するこ

とができる。 

に従って本所の市場において執行することが

できなかったときは、本所が定めるところに

より、あらかじめ本所の承認を受け、当該承

認に係る有価証券の売付け又は買付けを、本

所が適当と認める値段により、自己がその相

手方となって売買立会及び立会外分売によら

ずに執行することができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

第１節の２ 復活のための売買 （新設） 

  

（復活のための売買）  

第２９条の２ 会員は、顧客の注文に係る売買

が第１３条第１項の規定により取り消された

ときは、本所が定めるところにより、あらか

じめ本所の承認を受け、当該承認に係る有価

証券の売付け又は買付けを、当該取り消され

た売買における値段と同じ値段により、過誤

のある注文を発注した会員を相手方として売

買立会、過誤訂正等のための売買及び立会外

分売によらずに執行することができる。この

場合において、当該過誤のある注文を発注し

た会員は、当該売付け又は買付けの相手方と

してこれに応じなければならない。 

（新設） 

２ 前項の売買（以下「復活のための売買」と

いう。）の決済は、取り消された売買が取り

消されなかった場合における決済日に行うも

のとする。 

 

  

（公開買付期間中における自己買付け） （公開買付期間中における自己買付け） 

第５３条 施行令第１２条第２号及び同第１４

条の３の７第５号に規定する証券取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を

図るため認められている買付けは、本所の市

第５３条 施行令第１２条第２号及び同第１４

条の３の７第５号に規定する証券取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を

図るため認められている買付けは、本所の市
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場における次の各号に掲げる買付けとする。 場における次の各号に掲げる買付けとする。

（１） この規程（その特例を含む。）の規

定による過誤訂正等のための買付け及び復

活のための売買に係る買付け 

（１） この規程（その特例を含む。）の規

定による過誤訂正等のための買付け 

（２）～（１４） （略） （２）～（１４） （略） 

  

（安定操作期間内における自己買付け） （安定操作期間内における自己買付け） 

第５４条 証券会社の行為規制等に関する内閣

府令第４条第６号イ及びホに規定する証券取

引所の定める規則において有価証券の流通の

円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄

に対する投資判断に基づかないものと認めら

れている買付けは、本所の市場における次の

各号に掲げる買付けとする。 

第５４条 証券会社の行為規制等に関する内閣

府令第４条第６号イ及びホに規定する証券取

引所の定める規則において有価証券の流通の

円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄

に対する投資判断に基づかないものと認めら

れている買付けは、本所の市場における次の

各号に掲げる買付けとする。 

（１） この規程（その特例を含む。）によ

る過誤訂正等のための買付け及び復活のた

めの売買に係る買付け 

（１） この規程（その特例を含む。）によ

る過誤訂正等のための買付け 

（２）～（１５） （略） （２）～（１５） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成１９年９月３０日から

施行する。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（売買の取消しの効果等）  

第４３条 取引所が売買の取消しを行った場合

には、当該取り消された売買に係る顧客と会

員との間の権利及び義務は、初めから発生し

なかったものとみなす。 

（新設） 

２ 顧客は、取引所が売買を取り消したことに

より損害を受けることがあっても、過誤のあ

る注文を発注した会員に対して、その損害の

賠償を請求できないものとする。ただし、過

誤のある注文の発注に際して、会員に故意又

は重過失が認められる場合は、この限りでな

い。 

 

３ 顧客は、取引所が売買を取り消したことに

より損害を受けることがあっても、取引所に

対して、その損害の賠償を請求できないもの

とする。ただし、取引所に故意又は重過失が

認められる場合は、この限りでない。 

 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成１９年９月３０日から

施行する。 
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立会外取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対

照表 

 

新 旧 

（立会外取引に係る売買の取消し） 

第１０条の２ 本所は、過誤のある注文により立

会外取引に係る売買が成立した場合において、

その決済が極めて困難であり、本所の市場が混

乱するおそれがあると認めるときは、本所が定

めるところにより、本所が定める立会外取引に

係る売買を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により本所が立会外取引に係る

売買を取り消した場合には、当該売買は初めか

ら成立しなかったものとみなす。 

３ 会員は、第１項の規定により本所が立会外取

引に係る売買を取り消したことにより損害を

受けることがあっても、過誤のある注文を発注

した会員に対して、その損害の賠償を請求でき

ないものとする。ただし、過誤のある注文の発

注に際して、会員に故意又は重過失が認められ

る場合は、この限りでない。 

４ 会員は、第１項の規定により本所が立会外取

引に係る売買を取り消したことにより損害を

受けることがあっても、本所に対して、その損

害の賠償を請求できないものとする。 

 

 

（新設） 

（立会外取引に係る売買の停止） （立会外取引に係る売買の停止） 

第１１条 本所は、次の各号に掲げる場合には、

本所が定めるところにより、立会外取引に係

る売買を停止することができる。 

第１１条 本所は、次の各号に掲げる場合には、

本所が定めるところにより、立会外取引に係る

売買を停止することができる。 

(１)～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 売買の取消しを行う可能性があること

を周知させる必要があると認める場合 

 

（立会外取引に係る過誤訂正等のための売買）

第１２条 正会員は、顧客の注文を真にやむを得

ない事由による過誤等により、委託の本旨に従

（新設） 

 

 

（立会外取引に係る過誤訂正等のための売買）

第１２条 正会員は、顧客の注文を真にやむを得

ない事由による過誤等により、委託の本旨に従
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って本所の市場において立会外取引を執行す

ることができなかったときは、本所が定めると

ころにより、あらかじめ本所の承認を受け、当

該承認に係る売付け又は買付けを、本所が適正

と認める値段により、自己が相手方となって立

会外取引及び次条第１項の売買によらずに執

行することができる。 

２ （略） 

 

って本所の市場において立会外取引を執行す

ることができなかったときは、本所が定めると

ころにより、あらかじめ本所の承認を受け、当

該承認に係る売付け又は買付けを、本所が適正

と認める値段により、自己が相手方となって立

会外取引によらずに執行することができる。

 

２ （略） 

 

（復活のための売買）  

第１３条 会員は、顧客の注文に係る立会外取引

に係る売買が第１０条の２第１項の規定によ

り取り消されたときは、本所が定めるところ

により、あらかじめ本所の承認を受け、当該

承認に係る有価証券の売付け又は買付けを、

当該取り消された立会外取引に係る売買にお

ける値段と同じ値段により、過誤のある注文

を発注した会員を相手方として立会外取引及

び過誤訂正等のための売買によらずに執行す

ることができる。この場合において、当該過

誤のある注文を発注した会員は、当該売付け

又は買付けの相手方としてこれに応じなけれ

ばならない。 

第１３条 削 除 

２ 前項の売買の決済は、取り消された立会外取

引に係る売買が取り消されなかった場合にお

ける決済日に行うものとする。 

 

 

 

付  則  

この改正規定は、平成１９年９月３０日から施

行する。 
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定款施行規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（会費等の納入日） 

第２条 定款第１４条第１項に規定する定額会費及

び定率会費並びに定款第１５条に規定する取消料

の本所への納入の日は、毎月２０日（休業日に当

たるときは、順次繰り下げる。）とする。 

（会費等の納入日） 

第２条 定款第１４条第１項に規定する定額会費及

び定率会費の本所への納入の日は、毎月２０日（休

業日に当たるときは、順次繰り下げる。）とする。

 

付  則 

この改正規定は、平成１９年９月３０日から施行

する。 
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定率会費の算出の基準及び徴収標準率の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

定率会費の算出の基準及び徴収標準率 

並びに取消料 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定率会費の算出の基準及び徴収標準率 

 

 

 定款第１４条第３項の規定に基づく定率会費の算

出の基準及び徴収標準率は、次のとおりとする。 

１（１） 普通株、優先株、優先出資証券、投資信

託の受益証券（日経３００株価指数連動型上場

投資信託（租税特別措置法（昭和３２年法第２

６号）第３条の２に規定する特定株式投資信託

となる証券投資信託に限る。以下同じ。）の受

益証券を除く。次号において同じ。）、投資証

券及び新株予約権証券の売買立会における売買

代金の万分の１．１９ 

ただし、重複上場銘柄の対当取引（対当取引

の報告に関する規則、第１条にいう「対当取引」）

は売買代金の万分の 0.1 

（２） 普通株、優先株、優先出資証券、投資信

託の受益証券及び投資証券の立会外取引におけ

る売買代金の万分の 1.19 

ただし、重複上場銘柄は売買代金の万分の

0.027 

２ 転換社債型新株予約権付社債券の市場内におけ

る売買代金の万分の 0.39 

  ただし、特別会員は徴収しない。 

３ 転換社債型新株予約権付社債券を除く債券の市

場内における売付け又は買付けごとに額面 100 円

につき  2 厘 4 毛 

   ただし、特別会員は徴収しない。 

４ 日経 300 株価指数連動型上場投資信託の受益証 

券の市場内における売買代金の万分の 1.19 

５ 前各項に規定する定率会費は前月分を、消費税

額及び地方消費税額を加算して本所へ納入するも

のとする。 
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（目的） 

第１条 定款第１４条第３項及び同第１５条の規定

に基づき、定率会費の算出の基準及び徴収標準率並

びに取消料に関し、必要な事項を定める。 

 

（定率会費） 

第２条 定款第１４条第３項の規定に基づく定率会

費の算出の基準及び徴収標準率は、次のとおりとす

る。 

（１） 売買立会による売買（立会外分売を含む。）

並びに当該売買に係る過誤訂正等のための売買

及び復活のための売買については、次のとおりと

する。 

ａ 株券（新株予約権証券、優先出資証券（共同

組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。

以下同じ。）、投資信託の受益証券（日経３０

０株価指数連動型上場投資信託（特別租税措置

法（昭和３２年法第２６号）第３条の２に規定

する特定株式投資信託となる証券投資信託に

限る。以下同じ。）の受益証券を除く。）及び

投資証券を含む。以下同じ。） 

月間の売買代金の万分の１．１９ 

ただし、本所及び国内の他の証券取引所に上

場されている株券（以下、「重複上場銘柄」と

いう。）の対当取引（対当取引の報告に関する

規則第１条に定める対当取引をいう。）につい

ては、月間の売買代金の万分の０．１とする。

ｂ 債券（転換社債型新株予約権付社債券（新

株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使

に際してする出資の目的が当該新株予約権付

社債券に係る社債であるものをいう。以下同

じ。）を除く。） 

売付けまたは買付けごとに額面１００円に

つき２厘４毛 

ただし、特別会員は徴収しない。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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ｃ 転換社債型新株予約権付社債券 

月間の売買代金の万分の０．３９。ただし、

特別会員は徴収しない。 

ｄ 日経３００株価指数連動型上場投資信託の

受益証券 

月間の売買代金の合計額の万分の１．１９ 

（２） 売買立会による売買（立会外分売を含む。）

以外の売買並びに当該売買にかかる過誤訂正等

のための売買及び復活のための売買について

は、次のとおりとする。 

ａ 株券（新株予約権証券を除く。） 

月間の売買代金の万分の１．１９ 

ただし、重複上場銘柄については、売買代金

の万分の０．０２７とする。 

ｂ 転換社債型新株予約権付社債券 

月間の売買代金の万分の０．３９ 

ただし、特別会員は徴収しない。 

 

（取消料） 

第３条 定款第１５条の規定に基づく取消料は、前

条各号の規定を準用する。 

 

（納入の時期） 

第４条 第２条の規定により算出した定率会費及び

第３条の規定により算出した取消料は、定款施行規

則第２条に定める日に、消費税額及び地方消費税額

を加算して本所に納入するものとする。 

 

付  則 

この改正規定は、平成１９年９月３０日から施行

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（売買の中断） （売買の中断） 

第８条 規程第１０条第３項及び同第１２条第

２項第２号に規定する売買が中断された場合

とは、次の各号に掲げる場合をいう。 

第８条 規程第１０条第３項及び同第１２条第

２項第２号に規定する売買が中断された場合

とは、次の各号に掲げる場合をいう。 

（１） 規程第２８条第２号から第５号まで

の規定により売買の停止が行われた場合 

（１）規程第２８条第２号、第３号及び第４

号の規定により、売買の停止が行われた場

合 

（２） （略） （２） （略） 

  

（売買の取消し）  

第１３条 規程第１３条第１項の規定により行

う売買の取消しは、次の各号に定めるところ

による。 

（新設） 

（１） 過誤のある注文を発注した会員は、

過誤のある注文により次のａ又はｂに定め

る数量又は金額を超える売買が成立し、当

該売買の決済が極めて困難である場合に

は、規程第２８条第５号の規定により売買

が停止された時、立会外取引に関する業務

規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契

約準則の特例第１１条第５号の規定により

立会外取引に係る売買が停止された時又は

規程第６５条の２の規定により当該過誤の

ある注文について公表された時のいずれか

早い時から、原則として６０分を経過する

までの間に限り、本所の定める様式により、

売買の取消しの申請を行うことができる。 

 

ａ 株券 

第２２条第１項第１号に定める数量に

２を乗じて得た数量（当該売買の決済を

特に困難とする状況が認められる場合に

あっては、同号に定める数量） 

ｂ 転換社債型新株予約権付社債券 

 

第２２条第１項第２号に定める金額  
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（２） 本所は、前号の申請が行われた場合

において、当該申請を行った会員から事情

を聴取し、当該申請に係る売買の決済が極

めて困難であり、本所の市場が混乱するお

それがあると認めるときは、売買の取消し

を行う。 

２ 前項に規定するほか、本所は、過誤のある

注文により成立した売買の決済が極めて困難

であり、本所の市場が混乱することを回避す

るために必要と認める場合は、規程第１３条

第１項の規定により売買の取消しを行う。 

 

  

（売買の取消しの範囲）  

第１４条 規程第１３条第１項に規定する本所

が定める売買は、過誤のある注文に係る売買

が最初に成立した時から規程第２８条第５号

の規定により売買の停止が行われた時（売買

の停止が行われなかった場合にあっては、規

程第６５条の２の規定により当該過誤のある

注文について公表された時）までに成立した

すべての売買（当該過誤のある注文が発注さ

れた銘柄の売買に限る。）とする。 

（新設） 

  

第１５条 （略） 第１２条の２ （略） 

  

第１６条 （略） 第１２条の３ （略） 

  

第１７条 （略） 第１３条 （略） 

  

（削る） 第１４条から第１７条まで 削 除 

  

（売買の停止） （売買の停止） 

第２１条 規程第２８条の規定により行う売買

の停止は、次の各号に定めるところによる。 

第２１条 規程第２８条の規定により行う売買

の停止は、次の各号に定めるところによる。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 規程第２８条第５号に掲げる場合の

売買の停止は、次のａ又はｂに定める

（新設） 
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期間とする。 

ａ 売買の取消しを行う場合  

本所がその都度必要と認める期間  

ｂ 売買の取消しを行わない場合  

本所が売買の取消しを行わないことを

発表した後３０分を経過した時まで 

 

  

（取消しの可能性の周知が必要と認める場合）  

（新設） 第２２条 規程第２８条第５号に掲げる場合の

売買の停止は、原則として、過誤のある注文

により、次の各号に掲げる有価証券の区分に従

い、当該各号に定める数量又は金額を超える売買

が成立した場合に行うものとする。 

（１） 株券 

 

上場株式数（優先出資証券の場合は

上場優先出資口数をいい、投資信託受

益証券の場合は上場受益権口数をい

い、投資証券の場合は上場投資口口数

をいう。）の１０％に相当する数量 

 

（２） 転換社債型新株予約権付社債券  

 額面金額２０億円 

２ 前項に規定するほか、債券に係る規程第２

８条第５号に掲げる場合の売買の停止は、本

所が必要と認める場合に行うものとする。 

 

第２３条 （略） 

 

（削る） 

 

（復活のための売買） 

第２４条の２ 規程第２９条の２の規定により

本所の承認を受けようとする会員は、本所が

定める様式により申請を行うものとする。 

２ 前項の申請について、本所は、次の各号の

いずれにも該当する場合にこれを承認するも

のする。 

 

 

 

 

第２２条 （略） 

 

第２３条 削 除 

 

 

（新設） 
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（１） 過誤のある注文に係る売買が最初に

成立した時から規程第２８条第５号の規定

により売買の停止が行われた時（売買の停

止が行われなかった場合にあっては、規程

第６５条の２の規定により当該過誤のある

注文について公表された時）までの間に、

次のいずれかの売買（以下「連鎖取引」と

いう。）を行っていること。 

 

ａ 取り消された売買に係る注文を委託し

た顧客が、当該取り消された売買に係る

注文を委託した会員と同一の会員に委託

して行った、当該取り消された売買に係

る売付け後の売却代金による買付け又は

買付け後の当該買付けた有価証券の売付

け 

 

ｂ 信用取引により貸付けを受けた買付代

金又は売付有価証券の弁済（弁済の繰延

期限にあたる日における弁済に限る。）

のための売買 

 

（２） 取り消された売買に係る売付け又は

買付けが、取引一任契約又は金融商品取引

業者（法第２８条第１項第１号に掲げる行

為に係る業務の登録を受けた者に限る。）

の自己の計算に基づき行われたものでない

こと。 

（３） 売買の取消しが行われたことにより、

委託者が連鎖取引の決済を行うことができ

なくなること。 

 

 ３ 復活のための売買は、顧客ごとに、次の各

号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号

に定める数量を上限とする。ただし、当該顧

客について立会外取引に関する業務規程、信

用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特

例の施行規則第１０条の２第１項に規定する

申請を行うときは、復活のための売買及び立

会外取引に関する業務規程、信用取引・貸借
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取引規程及び受託契約準則の特例第１３条第

１項の売買の合計について、当該上限を適用

するものとする。 

 （１） 株券 

    ２千万円を、取り消された売買に係

る銘柄の当該売買が行われた日におけ

る基準値段（基準値段がない場合には、

本所がその都度定める値段。次号にお

いて同じ。）で除して得た数量を、当

該銘柄の売買単位で除して得た数量

（１０に満たない端数は切り上げる。）

 （２） 債券及び転換社債型新株予約権付社

債券 

     ２千万円を、取り消された売買に係

る銘柄の当該売買が行われた日におけ

る基準値段で除して得た金額を、当該銘

柄の額面金額で除して得た数量に１０

０を乗じて得た数量（１０に満たない端

数は切り上げる。） 

 

第２４条の３ （略） 第２４条の２ （略） 

付  則  

この改正規定は、平成１９年９月３０日から

施行する。 
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立会外取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部

改正新旧対照表 

 

新 旧 

（立会外取引に係る売買の取消し）  

第６条の２ 立会外特例第１０条の２第１項

の規定により行う立会外取引に係る売買の

取消しは、次の各号に定めるところによる。

（１） 過誤のある注文を発注した会員は、

過誤のある注文により次のａ又はｂに定

める数量又は金額を超える売買が成立し、

当該売買の決済が極めて困難である場合

には、規程第２８条第５号の規定により売

買が停止された時、立会外特例第１１条第

５号の規定により立会外取引に係る売買

が停止された時又は規程第６５条の２の

規定により当該過誤のある注文について

公表された時のいずれか早い時から、原則

として６０分を経過するまでの間に限り、

本所の定める様式により、売買の取消しの

申請を行うことができる。 

ａ 株券 

第７条の２第１号に定める数量に２

を乗じて得た数量（当該売買の決済を特

に困難とする状況が認められる場合に

あっては、同号に定める数量） 

ｂ 転換社債型新株予約権付社債券 

第７条の２第２号に定める金額 

（２） 本所は、前号の申請が行われた場合

において、当該申請を行った会員から事情

を聴取し、当該申請に係る売買の決済が極

めて困難であり、本所の市場が混乱するお

それがあると認めるときは、売買の取消し

を行う。 

２ 前項に規定するほか、本所は、過誤のある

注文により成立した立会外取引に係る売買

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 －18－

の決済が困難であり、本所の市場が混乱する

ことを回避するために必要と認める場合は、

立会外特例第１０条の２第１項の規定によ

り立会外取引に係る売買の取消しを行う。

 

（立会外取引に係る売買の取消しの範囲） 

第６条の３ 立会外特例第１０条の２第１項

に規定する本所が定める立会外取引に係る

売買は、過誤のある注文に係る売買が最初に

成立した時から立会外特例第１１条第５号

の規定により売買の停止が行われた時（売買

の停止が行われなかった場合にあっては、規

程第６５条の２の規定により当該過誤のあ

る注文について公表された時）までに成立し

たすべての売買（当該過誤のある注文が発注

された銘柄の売買に限る。）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（取消しの可能性の周知が必要と認める場合） 

第７条の２ 立会外特例第１１条第５号に掲

げる場合の立会外取引に係る売買の停止を

行う場合は、原則として、過誤のある注文に

より、次の各号に掲げる有価証券の区分に従

い、当該各号に定める数量又は金額を超える

数量又は金額の売買が成立した場合とする。

 （新設） 

（１） 株券 

上場株式数（優先出資証券の場合は上場

優先出資口数をいい、投資信託受益証券の

場合は上場受益権口数をいい、投資証券の

場合は上場投資口口数をいう。）の１０％

に相当する数量 

（２） 転換社債型新株予約権付社債券 

額面金額２０億円 

 

  

（復活のための売買）  

第８条の２ 立会外特例第１３条の規定によ

り本所の承認を受けようとする会員は、本所

（新設） 
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が定める様式により申請を行うものとする。

２ 前項の申請について、本所は、次の各号の

いずれにも該当する場合にこれを承認する

ものとする。 

（１） 過誤のある注文に係る売買が最初に

成立した時から立会外特例第１１条第５

号の規定により売買の停止が行われた時

（売買の停止が行われなかった場合にあ

っては、規程第６５条の２の規定により当

該過誤のある注文について公表された時）

までの間に、次のいずれかの売買（以下「連

鎖取引」という。）を行っていること。

ａ 取り消された売買に係る注文を委託

した顧客が、当該取り消された売買に係

る注文を委託した会員と同一の会員に

委託して行った、当該取り消された売買

に係る売付け後の売却代金による買付

け又は買付け後の当該買付けた有価証

券の売付け 

ｂ 信用取引により貸付けを受けた買付

代金又は売付有価証券の弁済（弁済の繰

延期限にあたる日における弁済に限

る。）のための売買 

（２） 取り消された売買に係る売付け又は

買付けが、取引一任契約又は金融商品取引

業者（法第２８条第１項第１号に掲げる行

為に係る業務の登録を受けた者に限る。）

の自己の計算に基づき行われたものでな

いこと。 

（３） 売買の取消しが行われたことによ

り、委託者が連鎖取引の決済を行うことが

できなくなること。 

３ 復活のための売買は、顧客ごとに、次の各

号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号

に定める数量を上限とする。ただし、当該顧

客について業務規程施行規則第２４条の２
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第１項に規定する申請を行うときは、規程第

２９条の２第１項の売買及び立会外特例第

１３条第１項の売買の合計について、当該上

限を適用するものとする。 

（１） 株券 

２千万円を、取り消された売買に係る銘

柄の当該売買が行われた日における基準

値段（基準値段がない場合には、本所がそ

の都度定める値段。次号において同じ。）

で除して得た数量を、当該銘柄の売買単位

で除して得た数量（１０に満たない端数は

切り上げる。） 

（２） 転換社債型新株予約権付社債券 

２千万円を、取り消された売買に係る銘

柄の当該売買が行われた日における基準

値段で除して得た金額を、当該銘柄の額面

金額で除して得た数量に１００を乗じて

得た数量（１０に満たない端数は切り上げ

る。） 

 

 

付  則  

この改正規定は、平成１９年９月３０日から

施行する。 

 

 

 




